
 

 

 

 

 

令和５年度より当協会のホームページの会員検索画面にて法定研修会の受講状況が確認で

きるようになりました。 

一般消費者に対しても、しっかりと研修を受けており、安心・安全に取引ができる 

会社だというアピールになりますので、年度ごとに規定数以上の法定研修会の受講をお願い

いたします。 

 
 ※ 法定研修会とは 

宅建業法 64条の 6及び当本部倫理規程第 8条に記載されている 
会員の皆様には受講義務のある研修です。 

 

【開 始日 】 ２０２３年(令和５年)４月１日(土) 

【公開期間】 直近３年分（令和４年度の受講状況より順次表示） 

  ※過去に遡っては表示されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●法定研修会 

 ・年３回以上受講済みと判定された場合、「研修済」のマークが表示されます。 

 ・受講が年２回以下の場合は空白となり表示されません。 

 ・表示される期間は直近３年分です。令和 3年度以前の過去に遡っては表示されません。 

・令和４年度の受講状況から順次表示されます。

全日ホームページの会員検索に新項目追加！ 

法定研修会 受講状況表示のお知らせ 

全日本不動産協会 大阪府本部ホームページ 

 

一般消費者の方に 

研修済みだと 

アピールできる！ 

 

去年は３回以上 

受講できていたかな 

 



 

 

受講状況の閲覧には、全日本不動産協会大阪府本部のホームページ「全日加盟店を検

索」をクリックします。(自社の状況はマイページより確認できます。) 

 

 

 

「全日加盟店を検索」を開くと下記ページが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

会社情報を入力後、「検索する」ボタンをクリックしてください。 

 

検索後、下にスクロールするとヒットした加盟店が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

年３回以上受講済みであれば 

こちらに表示されます。

〇法定研修会 受講状況の閲覧方法〇 


